
 
 

我孫子市開発行為等運用・審査基準の一部を改正する告示 

 

我孫子市開発行為等運用・審査基準（平成２４年告示第４６号）の一部を次

のように改正する。 

改正後 改正前 

第２５ 公共施設の管理者の同意等  

（公共施設の管理者の同意等） 

法第３２条 略 

（開発行為を行うについて協議すべ

き者） 

政令第２３条 本文 略 

 （1）から（3）まで 略 

１ 本文 略  

(1)及び(2) 略  

 (3) 手続 

【条例】 

（事前協議） 

第６条 略 

（我孫子市開発行為検討会の設置） 

第７条 略 

（協議書の締結） 

第８条 略 

（事前協議の変更） 

第９条 略 

【規則】 

（条例第６条第１項に規定する事前

協議の手続） 

第６条 略 

２ 略 

第２５ 公共施設の管理者の同意等  

（公共施設の管理者の同意等） 

法第３２条 略 

（開発行為を行うについて協議すべ

き者） 

政令第２３条 本文 略 

 （1）から（3）まで 略 

１ 本文 略  

(1)及び(2) 略  

 (3) 手続 

【条例】 

（事前協議） 

第６条 略 

（我孫子市開発行為検討会の設置） 

第７条 略 

（協議書の締結） 

第８条 略 

（事前協議の変更） 

第９条 略 

【規則】 

（条例第６条第１項に規定する事前

協議の手続） 

第６条 略 

２ 略 



 
 

３ 略 

別表第１（第６条、第 10 条関係） 

協議担当課 主な協議事項  

企画

総務

部の

項か

ら子

ども

部の

項ま

で 

略 

 略     略 

環境

経済

部 

 

生活衛

生課 

ごみ集積所、騒

音、埋立て及び土

壌汚染等に関する

こと。 

 商業観

光課 

商業施設、観光施

設等に関するこ

と。 

 

企業立

地推進

課 

企業立地に関するこ

と。 

 

 

３ 略 

別表第１（第６条、第 10 条関係） 

 協議担当課 主な協議事項  

企画

総務

部の

項か

ら子

ども

部の

項ま

で 

略 

 略     略  

環境

経済

部 

手賀沼

課 

騒音、埋立て及び

土壌汚染等に関す

ること。 

 

 クリー

ンセン

ター 

ごみ集積所に関す

ること。 

 

商業観

光課 

商業施設、観光施

設等に関するこ

と。 

 

企業立

地推進

課 

企業立地に関するこ

と。 

 



 
 

 農政課 森林法（昭和２６年

法律第２４９号）、

農地法（昭和２７年

法律第２２９号）等

に関すること。 

 

 

 

 

 

 

建設

部 

道路課 道路施設、排水施

設及び都市計画道

路の整備に関する

こと。 

 

交通政

策課 

自転車駐車施設に

関すること。 

 

 

下水道

課 

下水道施設に関す

ること。 

 

 

治水課 雨水排水施設及び

水路施設に関する

こと。 

 

 

都市

部の

項か

ら農

業委

員会

事務

局の

項ま

略 略  

 

農政課 森林法（昭和２６

年法律第２４９

号）、農地法（昭

和２７年法律第２

２９号）等に関す

ること。 

 

 

 

建設

部 

道路課 

 

道路施設、排水施

設、都市計画道路

の整備及び自転車

駐車施設に関する

こと。     

 

下水道

課 

下水道施設に関す

ること。 

 

 

治水課 雨水排水施設及び

水路施設に関する

こと。 

 

 

都市

部の

項か

ら農

業委

員会

事務

局の

項ま

略 略  

 



 
 

で 

略 

 

 

第３４ 公益的施設 

(開発許可の基準) 

法第３３条第１項  

  本文 略 

 （６） 略 

法第３３条第３項 略 

政令第２７条 略 

政令第２９条の２ 略 

１ 略 

２ 開発行為の規模が２０ｈａ未満

の場合に特に必要とする公益的

施設及び開発行為の規模 

(1) ごみ集積所の設置基準 

【条例】 

（ごみ集積所及び集会施設を配置

すべき開発行為の規模） 

第１５条 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

で 

略 

 

 

第３４ 公益的施設 

(開発許可の基準) 

法第３３条第１項  

  本文 略 

 （６） 略 

法第３３条第３項 略 

政令第２７条 略 

政令第２９条の２ 略 

１ 略 

２ 開発行為の規模が２０ｈａ未満

の場合に特に必要とする公益的

施設及び開発行為の規模 

(1) ごみ集積所の設置基準 

【条例】 

（ごみ集積所及び集会施設を配置

すべき開発行為の規模） 

第１５条 略 

ア ごみ集積所の面積 

(ア) ごみ集積所の面積は、有効面

積とし、次の表のとおりとする。 

住宅の      

 形態  

    

区画数 

又は住 

戸建て

住宅又

は共同

住宅等

（単身

単身者

向け共

同住宅

等 

備考 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸数 

者向け

共同住

宅等を

除く） 

１０未

満 

３．０

㎡ 

２．０

㎡ 

条例第

１５条

第１号

ただし

書に該

当する

場合に

限る。 

１０～

１９ 

４．５

㎡ 

３．０

㎡ 
 

２０～

５０ 

住戸数

×０．

３㎡ 

住戸数

×０．

２㎡ 

 

５１～

１００ 

１５㎡

＋ 

(住戸数

－５

０） 

×０．

１５㎡ 

１０㎡

＋ 

（住戸

数－５

０） 

×０．

１㎡ 

 

１０１

～ 

（集積

所の形

状がコ

同上 同上  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の字型

の場

合） 

１０１

～ 

（集積

所の形

状が建

築物の

場合） 

２２．

５㎡＋ 

（住戸

数－１

００） 

×０．

２㎡ 

（戸建

て住宅

を除

く） 

１５㎡

＋ 

（住戸

数－１

００） 

×０．

１５㎡ 

 

＊上記の表の住戸数とは、第一欄に

掲げるものに該当する。   

＊単身者向け共同住宅等とは１区 

画の住戸専用面積が２５㎡未満の

共同住宅等をいう。 

(イ) 開発区域内に複数のごみ集積

所を設置する場合は、それぞれ

のごみ集積所ごとに上記の表を

適用するものとする。 

例：戸建て住宅の区画数が８ 

０で、区画数２０ごとに分

けてごみ集積所を４箇所設

置する場合 

上記の表の区画数又は住戸数 

２０～５０の欄を適用する。



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１箇所あたりのごみ集積所の

面積は、有効面積で６．０㎡と

なる。） 

(ウ) 共同住宅等で、単身者向け及

び単身者向け以外の住戸で構成

する場合は、市長と協議するも

のとする。 

イ ごみ集積所の位置 

(ア) 収集車が通行可能な道路に面

した場所に設置すること。 

なお、市道以外に面した場所 

に設置する場合、収集車が通行可

能であることを確認しておくこ

と。 

(イ) 作業の安全確保上、次のよう

な場所には設置しないこと。 

ａ 交差点付近に面する場所 

ｂ 原則として道路勾配が６パー 

セント以上の道路に面する場所 

ｃ 車両の通行上、見通しの悪い 

曲線状の道路に面する場所 

ｄ 電柱、支線等の障害物がある 

場所 

ｅ 転回広場のない袋路状道路及 

び収集車が転回できない場所 

(ウ) 収集車が開発区域内を通行す

るときは、通行経路の路盤面か

ら収集車の通行に支障がないよ

う高さ３ｍ以上の空間を確保す

ること。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア ごみ集積所の面積等の設置基準、

周辺の同意、立会検査の申請、ごみ

集積所設置の申請、ごみ集積所の寄

附、ごみ集積所の維持管理及びごみ

集積所を建築物とする際の形状等

については、「我孫子市ごみ集積所

設置及び維持管理基準」による。 

ウ ごみ集積所の形状 

(ア) 集積所の形状は、コの字型と

し、間口と奥行きの長さの比率

は概ね３対１とする。 

＊「概ね」とは、１０パーセントを

限度とする。 

(イ) 集積所の構造は、鉄筋コンクリ

ート造（吹付タイル等）又はコン

クリートブロック造（化粧ブロッ

ク又は吹付タイル等）とし、次に

よるものとする。 

ａ 基礎は、鉄筋コンクリート造

で、ベタ基礎又はＬ型基礎とす

る。 

ｂ 立ち上がり部分の厚さは、１ 

２ｃｍ以上とする。 

ｃ 高さは、１．２ｍ以上２．０ 

ｍ以下とする。 

＊「コンクリートブロック造」  

の場合は、上記の他、建築基準法

施行令第６２条の８の規定（補強

コンクリートブロック造の塀の基

準）に適合するものとする。 

エ その他 

ごみ集積所を設置する際の周辺の

同意、立会検査の申請、ごみ集積所

設置の申請、ごみ集積所の寄附、ご

み集積所の維持管理及びごみ集積所

を建築物とする際の形状等、上記以

外については、「我孫子市ごみ集積所



 
 

 

附 則 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

 

設置及び維持管理基準」による。 


